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志茂地区防災街区整備地区計画(まちづくりルール)
都市計画道路補助86号線沿道用途地域等の見直し

北区まちづくり部　まちづくり推進課　担当：佐野、小池
電話 ３９０８－９１５４　ＦＡＸ ３９０８-２２４４

E-mail：machisuishin-ka@city.kita.lg.jp
事務局・問い合わせ先

　志茂まちづくり協議会第７回総会（５月 18 日開催･通第 33 回）にお

いて役員が改選されました。

　平成 21 年６月から約６年間の長きにわたり志茂まちづくり協議会会長

を務められた山田会長がこの度勇退されることとなりました。

　山田前会長のもと志茂まちづくり協議会は北区と協働して、志茂小学校

跡地利用による志茂ゆりの木公園と志茂子ども交流館の整備、志茂三丁目

小柳川公園の整備に取り組みました。また近年では、防災まちづくり事業

の志茂３・４・５丁目に加えて志茂１・２丁目への拡大、安全・安心・快

適なまちづくりを目指し、まちづくりルール（地区計画）の導入に向けて

取り組んできました。

　この度まちづくりルールの区への提案を機に、山田会長が退任されるこ

とは会員にとって感慨深いものがあります。

　新会長は、志茂まちづくり協議会発足時から山田前会長同様、長きにわ

たり役員としてかかわってこられました田中会長です。今後とも志茂まち

づくり協議会運営を宜しくお願いします。

地区計画 (原案 )の縦覧と説明会を開催します
〈地区計画（原案）説明会〉

３回開催します、ご都合のよい日時･場所に是非ご参加下さい。
・６月２２日（月）午後７時～８時３０分
　　志茂子ども交流館プレイホール（北区志茂 5-18-3）
・６月２４日（水）午後７時～８時３０分
　　志茂子ども交流館プレイホール（北区志茂 5-18-3）
・６月２５日（木）午後７時～８時３０分
　　赤羽会館講堂（北区赤羽南 1-13-1）

〈地区計画（原案）の縦覧〉
・６月２２日（月）～７月６日（月）／土･日曜日を除く
 　区役所第一庁舎７階５番 まちづくり部まちづくり推進課
 　また、下記の場所でもご覧になれます。
 　　北区志茂地域振興室　　北区赤羽地域振興室

志茂地区防災街区整備地区計画及び都市計画道路補助８６号線沿道用途の見直し原案のあらましは、
次ページ以降をご覧ください。

山田前会長長い間ありがとうございました。

田中新会長、今後とも宜しくお願いします。

〈新役員〉

〈意見書の提出〉
　地区計画（原案）の区域内に土地を所有されている等の利害関係
を有する方は、意見書の提出が可能です。
　【期　間】６月２２日（月）～７月１３日（月）
　【提出先】区役所第一庁舎７階５番 まちづくり部まちづくり推進課

山田前会長山田前会長 田中新会長田中新会長

※ 用途地域等に関する縦覧及び意見書の提出は秋頃を予定しています。

※ 併せて用途地域等についても説明します。
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ルール 1 ～ 5 が適用
される区域

（道路中心から15ｍの区域）

ルール 2 ～ 5 が
適用される区域

建替えのルールが
適用される範囲

地区防災道路
　避難経路とミニ
　延焼遮断帯の
　形成を図る道路（ ）

現況幅員
６ｍ以上

現況幅員
６ｍ未満

Ｎ

見直し後の
地域地区
区 分 図

地区防災道路
道路中心

地区防災道路
道路中心

道路幅員
５ｍの場合

0.5ｍ 0.5ｍ

道路状空間６ｍ

道路中心から３ｍ以上後退
後退部分に工作物等は設置できません。

地区防災道路中心から15ｍ地区防災道路中心から15ｍ 建物の高さは５ｍ
　　（２階建て程度）
　　以上とします。

地区防災道路
中心から15ｍ

建物の高さは５ｍ（２階建て程度）
以上とします。

地区防災道路

建物の幅 (Ａ) は
Ａ/Ｂ　道路に接する敷地幅

（Ｂ）の 7/10 以上とします。

道路中心
から３ｍ

ＡＡ

ＢＢ
ＡＡ

提案：・地区防災道路に面する建物は道路中心から３ｍ以上後退して、後退部分には、避難・消防活動

上障害となる塀、花壇、自動販売機等の設置を禁止し、幅員６ｍの道路状空間を確保する。

　　 　・道路中心から１５ｍの範囲にかかる建物の高さは５ｍ以上とする。

　　 　・地区防災道路に接する建物の幅は敷地幅の7/10（間口率）以上とする。

建替えのルール１（地区防災道路沿道地区のみにかかるルール）：

安全な避難路を確保するための建物の高さ･幅及び壁面の位置の制限

・地区防災道路の一部区間に
よっては、既存道路中心線
が整備後の中心線にならな
い場合があります。

提案：・敷地分割する際の最低敷地規模について、北本通りの

沿道30ｍの範囲は80㎡（約24坪）以上とし、その他

のエリアでは65㎡（約20坪）以上とする。

　　　・ただし既に最低敷地規模を下回っている土地での建替

えは可能。あくまでも、今後敷地が細分化されること

を防止することが目的。

建替えのルール２：

建物の密集を避けるための敷地面積の制限

ラ
ブ
ホ
テ
ル

提案：・全域において、地域の風紀に著しい影響を及ぼす

風俗営業等店舗施設の建築を禁止。

建替えのルール３：

まちの健全な発展と住環境を守るため建物用途の制限

◯◯×××
▽▽▽□□

▽
▽
▽
□
□

提案：・志茂地区にふさわしい落ち着いた街並みを実現するため、建

替えに際しては、周辺環境に調和するよう建物の形態や色彩

を誘導。

建替えのルール４：

良好な景観形成のための建築物の形態や色彩などの制限

０.５m

生垣　　　又は　　　フェンス生垣　　　又は　　　フェンス

建替えルール５：

震災時の危険防止とまちの潤いを創出するためのブロック塀などの制限
提案：・道路に面した垣又はさくを作る際は、

高いブロック塀や万年塀を禁止し、

生け垣や透過性のあるフェンス造と

します。

都市計画道路補助８６号線用途地域等の見直しについて

志茂地区防災街区整備地区計画（原案）等のあらまし
「防災性と居住環境の向上を図り、安全で住みよいまちづくり」の実現を目指し、志茂地区の防災機能を強化し、安全で快適な
市街地の形成を誘導するためのまちづくりルールを導入します。 建替えルールの適用範囲

　補助 86 号線の整備にあわせ、幹線道路沿道にふさわしい土地利用の誘導や延焼遮断機能を確
保するため、補助８６号線沿道は、用途地域等の見直しを予定しています。
　用途地域等の見直しに関する縦覧及び意見書の提出は秋頃を予定しています。

①

②

③

④

⑤

第一種住居地域

第一種住居地域

第一種住居地域

近隣商業地域

準工業地域

近隣商業地域

準工業地域

準工業地域

近隣商業地域

近隣商業地域

６０％

６０％

６０％

８０％

６０％

８０％

６０％

６０％

８０％

８０％

２００％

３００％

２００％

３００％

２００％

３００％

２００％

３００％

３００％

３００％

第２種高度地区

第３種高度地区･最低限高度７ｍ

第２種高度地区

第３種高度地区･最低限高度７ｍ

第２種高度地区

第３種高度地区･最低限高度７ｍ

第２種高度地区

第３種高度地区･最低限高度７ｍ

第３種高度地区

第３種高度地区･最低限高度７ｍ

準防火地域

防火地域

準防火地域

防火地域

準防火地域

防火地域

準防火地域

防火地域

準防火地域

防火地域

現　況

見直し後

現　況

見直し後

現　況

見直し後

現　況

見直し後

現　況

見直し後

現　況

見直し後
用途地域 建ぺい率 容積率 高度地区 防火地域

変更予定
項目

日影規制
*1 *2規制２

2.5 時間

3時間

2.5 時間

3時間

2.5 時間

3時間

2.5 時間

3時間

3時間

規制１

4時間

5時間

4時間

5時間

4時間

5時間

4時間

5時間

5時間

5時間 3時間

*1：規制 1．敷地境界から５ｍを超え１０ｍ以内の範囲における日影時間
*2：規制 2．敷地境界から１０ｍを超える範囲における日影時間

特別工業

－

－

－

－

特工

－

特工

特工

－

－

100㎡ 50㎡ 50㎡

〈最低敷地規模65㎡の場合〉

65㎡65㎡130㎡


